
利用者の主張に疑念を抱く場合は、否定も肯定もせずに事実確認を行う必要があります。
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すべての治療家、施術家に

安心・安全を提供します
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☆本会ではさまざまな施術事故の症状に対して状況に合わせたアドバイスを行っております☆
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●事例２ 変形性股間節炎

【調査結果】以前の病院での検査で、すでに人工関節手術の適用
状態であったものが、今回の施術がきっかけで即、手術対応し
た方がよい状態になったと確認された。換言すると施術の影響
で手術時期が早まったが、施術が原因で必要になった手術では
ない。（2023 年 1月）

利用者が「施術のせいでの事故」と主張するのであれば、証拠

を提示する義務が生じます。施術者はこのような場合は原因記

載の診断書を提出いただくよう利用者にお願いすることが原則

です。しかし、時として原因について記載がない診断書が提出

されることがあります。

本会が受ける施術事故の相談は「施術中に異音があり骨折させてしまった」「お灸で熱傷を負わせてしまった」

など原因がわかりやすいものばかりではありません。施術が原因と認識すべきか判断が難しい事例もあります。
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●事例１ 腰椎椎間板ヘルニア

【調査結果】施術によりヘルニアを発症した場合は、自力で病
院を受診することは不可能なため、今回のケースではヘルニア
発症から長時間経過していると考えられる。もともとヘルニア
があり、その症状があったので整体へ行ったもので整体が根本
的な原因ではない。（2022 年 4月）

●事例３ 筋筋膜性腰痛 大腿四頭筋肉離れ 他

【調査結果】左大腿四頭筋肉離れは 100％施術によるものとの見
解。腰部の疼痛は利用者の既往症とみられるが、施術がきっか
けになった可能性が高い。全13回の通院のうち、治療費と施術
の関連性は最初の 2回は 100％大腿四頭筋肉離れによるもの。
以降の 11回は 50％程度の関与度と判断する。（2022 年 12 月）

このようなケースでは、傷病名や施術内容、治療経過および請

求内容などを加味して本会契約先の損害保険会社が必要と判断

した場合、医療調査が行われます。調査は利用者から同意書を

取り付けたうえで、調査員が担当医へ直接面会するか、文書に

よる調査が行われます。

★★★★

医療調査の結果、施術により発症したととれるケース。面会し

た医師が人為的外傷である点を明確に伝えるなど、利用者の主

張が全面的に正しいことが確認される事例があります。

一方で医師から「施術が原因ではない」または「影響は限定的」

との回答を受けることも一定の割合あります。

この２つのケースの過去の事例をご参考として紹介します。

利用者の中に施術後に生じたものは全て施術が原因と主張される方も見受けられますが事実を確認したうえで判断することが大切です。

本会では事例に合わせた対応をご案内しています。また利用者との交渉が困難と判断された場合には特別なサポートも提供しています。




